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1. はじめに 

1-1.調査目的と背景 

インターネットの世界的な普及や、インターネット上の売買の進展に伴い、ネット

上で取引される模倣品の被害も深刻化している。 

模倣品の拡散の要因としては、インターネットによる情報流通の拡大や物流システ

ムの発展が考えられる。模倣品の多くは世界の工場である中国から輸出され、アジア地

域だけでなく、欧米、ロシア、南米、中東、アフリカ等の巨大市場へ流出している。例

えば、中国で製造されたと見られる模倣品が、中東地域の一大物流中継地点であるドバ

イの自由貿易地域(FTZ)及び自由港(FP)を経由して、中近東の近隣諸国や中央アジア、

アフリカ、中南米、欧州、ロシア等へ流入しているとの指摘がある1。  

また、組織的な国際分業により模倣品の製造・販売を行う等、模倣手口の巧妙化・

高度化も報告されている。例えば、中国等でノーブランドの模倣品を製造・輸出し、知

的財産権の保護水準の低い第三国で商標権侵害の模倣ラベル及びパッケージを製造・

印刷して貼付するという手口が確認されている。また、中国等で日本ブランドをアラビ

ア語に翻訳した商標を登録し、模倣品に当該商標を添付して輸出することで、海外消費

者に誤認混同を生じさせている例も確認されている2。 

このように模倣品の手口が巧妙化する一方、インターネット上の模倣品の取締まり

に関する実務は、必ずしも日本の権利者の間で明確になっていない。本調査において

は、中東やアフリカにおける EC 市場(インターネットショッピング市場)について概況

を把握するとともに、現地で有力とされるショッピングサイトの模倣品流通を防止す

るための取組について調査を行なう。 

今回の調査対象国であるトルコとアラブ首長国連邦の他、中東やアフリカ諸国につ

いては、米国通商代表部のスペシャル 301 条(知的財産侵害)に設定された国が多く含

まれており、模倣品においても取組強化が必要と思われる。 

中東やアフリカ地域は今後も市場成長が期待されており、日本企業によるビジネス

拡大の可能性も高いと思われる。本調査報告書は、当該国への市場開拓における参考資

料として活用することを目的とし、各国のインターネットショッピング市場の紹介と

共に、主要プレイヤーの情報を記載した。さらに、インターネットショッピングサイト

上に模倣品と疑われる製品の販売が見られた場合、権利者がどのように対処するべき

かを記載した。また、可能な限りショッピングサイト運営会社への照会を行い、公開情

報だけでは得られない情報や、各国のインターネットショッピングにおける模倣品の

取締りに関する情報収集に努めた。 

なお、本調査報告書におけるデータは、記載がない限り 2018 年 12 月現在のもので

                                                   
1 不公正貿易報告書 2017 年版より 
2 不公正貿易報告書 2017 年版より 
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あり、文献調査は資料発表当時のものである。 

 

1-2.調査概要 

本調査では、中東及びアフリカ地域においてインターネットショッピングの主要国

を取り上げた。 

中東では大きな市場性を持つトルコの他、商業において中心的な役割を果たすアラ

ブ首長国連邦(UAE)、今後の市場性が期待できるサウジアラビアの 3 ヵ国を調査対象

国として選定した。アフリカ地域においては同様に市場規模や今後の成長可能性から

南アフリカとエジプトを調査対象とした。 

また、調査対象国の選定においては、日本の企業(権利者)への影響が大きい点も考慮

するために、日本からの輸出が多い国も選定要素に含めた。 

さらに、各国における主要インターネットショッピングサイトの選定には、各サイ

トを閲覧し、日本製品(日本ブランド)の取り扱い状況も確認した上で実施している。 

また、ショッピングサイト上で模倣品の販売が確認された場合、権利者がどのよう

な対処するべきかについても各運営会社に確認を行った。 
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開する Alibaba は、出品者に対し GGS Value-Added Services Marketplace の規約に

より法令順守を求めている7。なお、同社は累積ペナルティポイント制を採用してお

り、法令違反を行った場合ポイントが加算される。 

他の主要とされるインターネットショッピングサイトにおいても、会員規約や

FAQ より、模倣品の取り扱いを禁じている。また、問い合わせのメールアドレスを提

示していることがほとんどである。 

 

（５） 各ショッピングサイト等での具体的な対策の紹介 

Amazon や Souq は正規品でない商品を販売した場合、出品用のアカウントを一時

停止或いは閉鎖や、売上金額の保留、対象製品を在庫から廃棄する可能性があること

を示している。また、Amazon については権利保有者や世界各国の法執行機関と協力

し、法的手段をとる(またはそのための支援を行う)と述べている。Alibaba について

は、年間に蓄積されるペナルティポイントが 48 に達すると出店サービスが停止され、

再出店をするには、その後 12 か月以上の期間を空けて再申請を行うことが必要とな

る。なお、重大な不適合を起こした事業者についてはブラックリストに掲載され、再

申請ができなくなる8。 

これに対し、トルコの地場系の Hepsiburada や Trendyol、サウジアラビアの Wadi

などについては問題発生時に個別の対応としており、具体的な取り組みについては規

程等で公開していない。 

 

（６） 各ショッピングサイト等での最近の取締り実績、取締り事例の紹介 

ショッピングサイトにおける模倣品の取締り事例については、トルコのオークシ

ョンサイトにおける化粧品の模倣品問題等の例がある。詳細は各章を参照されたい。 

 

 

  

                                                   
7 

https://service.alibaba.com/ensupplier/faq_detail/20395771.htm?spm=a272f.9027436.j4zlofxu.1.2f0

f4249h3P0ri(2018 年 12 月調査時点) 
8 GGS Value-Added Services Marketplace(2018 年 12 月調査時点) 

https://service.alibaba.com/ensupplier/faq_detail/20395774.htm?spm=a272f.9027436.j4zlofxu.3.2f0

f4249h3P0ri 
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争法、その他の関連する法規に準拠していることが求められるとの記載がある13。し

かし、模倣品を販売することに対する罰則や真の権利者による権利侵害の申し立て等

については特に規定されていない。カスタマーサポートに問合せを行ったところ、問

題が生じた場合には電話(0212 705 6800)へ連絡すると、そちらから担当窓口へ照会

を行うとしている。 

 

② Trendyol 

Trendyol のサイトにおいては、特に出品者に対する規約等の記載はされていない。

ただし、ユーザーに対する FAQ が準備されており、質問の一つに「Trendyol の商品

は正規品か」という記載がある。その回答として、「Trendyol で販売されている商品

は全て正規品で、模倣品及びレプリカ品は含まれていない」との回答がされている。

また、「我々は信頼がおける出品者及び高品質な製品を提供するとオーサライズされ

た企業とのみ取引を行う。」との記載がされている14。一方で、ウェブサイト上には知

的財産権(Intellectual Property Rights)に関する問合せ先(copyright@trendyol.com)

が記載されていたため、同サイトのポリシー及び模倣品対策、真の権利者による権利

侵害の申し立てについて問合せを行った。その結果、「①問題のある製品のウェブサ

イト、②連絡元が真の権利者であることの証明、③第三者の場合は、真の権利者から

の委任状をメールに添付し、上記問合せ先までメールを送った後に同サイトとしての

対応を開始する」との回答があった。 

 

（５） 各ショッピングサイト等での具体的な対策の紹介 

前述のとおり、今回取り上げた Hepsiburada 及び Trendyol の２つのサイトにお

いては、表現の違いはあるものの、法令順守を前提としており、当該ウェブサイトで

販売するものは正規品であることを求めている。しかしながら、いずれも模倣品販売

に対する罰則や真の権利者による権利侵害の申し立てについては明記されておらず、

権利者等が具体的な事例をもって各窓口へ照会した時点より個別に対応しており、事

例については外部には非公開との回答であった。 

 

（６） 各ショッピングサイト等での最近の取締り実績、取締り事例の紹介 

今回調査対象として選定した各インターネットショッピングサイトについては、

具体的な取締り事例を確認することができなかった。そのほかのインターネットショ

ッピングにおける商標権侵害や著作権侵害に関する取締り事例を紹介する。 

ベーカー&マッケンジー法律事務所「ニュースレター2015 年 3 月号」では、トル

                                                   
13 https://www.hepsiburada.com/staticPage/12027 
14 https://www.trendyol.com/Yardim/Sorular/3?grup=1 
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コの商標権侵害の取締りの事例を紹介している。商標権侵害の取締りについては、

2015 年 1 月 15 日、トルコの最高裁判所はネットオークションサイトをホストす

るプロバイダーがオンライン上の模倣品販売による商標権侵害につき責任を負うと

判示した例がある。本件は化粧品会社がトルコのオークションサイトに対し、同サイ

トでの模倣品の販売が商標権侵害にあたるとして提起した訴訟に端を発するもので

あるが、プロバイダー側の「同社が自ら製品を検査することができず、また同サイト

は安全な支払環境をユーザーに提供するための中間的なプラットフォームに過ぎな

いとして商標権侵害の責任を負わない」と主張したものの、棄却された。プロバイダ

ーが訴訟提起という方法で通知を受けたにもかかわらず、模倣品を販売するためのプ

ラットフォームの提供を継続すれば、実質的に侵害に加担していたとみなされ、侵害

者と共同して責任を負うという判断が下された15。 

次に、著作権侵害の取締り事例を挙げる。トルコ人が著者である書籍の複数の e コ

マース・サイトでの無許諾販売したケースがある。侵害者は書籍のバンデロールの取

得に成功しており、この点において、刑事訴訟または民事訴訟による差し止めまたは

防止措置の見込みは高くなかった。しかし、その書籍が販売されていた複数のサイト

は、大手の著名な e コマース企業に属しており、それらの e コマース企業は、侵害

行為について通知を受けた後、迅速に侵害書籍をウェブサイトから撤去した16。 

 

 

  

                                                   
15 ベーカー&マッケンジー法律事務所「ニュースレター2015 年 3 月号」(情報は調査時点) 

https://www.bakermckenzie.co.jp/wp/wp-

content/uploads/Newsletter_201503_Global_IP_Newsletter_J.pdf 
16 日本貿易振興機構(ジェトロ)「トルコにおける模倣品対策の制度及び運用状況に 

関する調査(2018 年 3 月)」http://www.meti.go.jp/policy/ipr/reports/pdf/g_toruko_set.pdf 







19 

 

る18。 

 

現地 Gulf News 紙の報道によると、ドバイの保健省はネット上で販売されている

医薬品の 90%が模倣品(偽装薬)であり、人命に影響を及ぼす可能性がある旨の注意喚

起を行っているとのことである。同紙においては、これらの偽薬は UAE へ密輸され

てオンラインで販売されているものが大半で、糖尿病、高血圧、肥満などの慢性疾患

の治療に適しているとの噂が流れ、需要が増加していると述べている19。同省はオン

ラインにて偽薬を広告宣伝しているサイトを監視していると表明している。 

 

その他の製品でオンラインにて模倣品が販売されているのは、バッグ、香水、アク

セサリー等がある20。 

現地ニュースサイトである emirates247 社によると、多くの場合、オンラインで

販売される模倣品は正規品と非常に似た外見で、価格も同価格帯で販売されており、

一部のソーシャルメディアにおいては正規品と比べて 90%以上の安価な価格で商品

が購入できるという広告宣伝を行い、入金後、連絡が途絶えるといった古典的な詐欺

の手法も未だに行われているとのことである21。 

 

  

                                                   
18 パテント 2015『ドバイを中心とする中東の模倣品対策』、在ドバイ日本国領事館 経済班専門調査員 

岸本力 氏 https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-

lib/201501/jpaapatent201501_065-084.pdf 
19 https://gulfnews.com/uae/government/90-of-drugs-sold-online-are-fake--ministry-1.2011901 
20 http://radioshoma934.ae/online-stores-shut-down-for-selling-counterfeit-goods/ 
21 https://www.emirates247.com/news/emirates/what-to-do-when-you-are-victim-of-fake-online-

shopping-deal-in-uae-2012-11-21-1.484005 
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 各ショッピングサイト等での最近の取締り実績、取締り事例の紹介 

今回選定したウェブサイトに関しては、最近の取締り実績を確認することができ

なかったが、参考になる事例を掲載する。 

UAE の模倣品に関わるオンラインのリンクやウェブサイトの調査は、警察内の

電子犯罪を対処する専門の部門が担当している。この部門は、そのようなリンクが

UAE 国内のインターネットユーザーによってアクセスができないようにするための

措置を講じることができる。 

また、ドバイ経済開発省は、電子商取引の増加とソーシャルメディア等の普及に

よる EC サイトの売上増加により、EC サイトにおける模倣品対策に積極的に取り組

んでいる。 

模倣品が販売されていると疑われる EC サイトや、ソーシャルメディアサイト

(Instagram、Facebook、Snapchat など)のアカウント等を監視し、ドバイに拠点を

置いて模倣品を販売している事業者や個人のサイトやページを強制的に閉鎖し、そ

の所有者に対して罰金を科している。 

ドバイ経済開発省は、2016 年以降、ソーシャルメディアサイトで 8,000 以上の

アカウントを強制的に閉鎖している29。また、現地のオンラインメディアである

Tahawultech は、ドバイ経済開発省が 2018 年には 8 月時点で 4,800 以上のソーシ

ャルメディアサイトのアカウントを削除し、30 のウェブサイトを強制的に閉鎖して

いると報じた30。 

 

                                                   
29 https://www.worldtrademarkreview.com/anti-counterfeiting/procedures-and-strategies-anti-

counterfeiting-united-arab-emirates 
30 https://www.tahawultech.com/industry/retail/dubai-shuts-down-online-platforms-selling-

counterfeit-goods/ 
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（５） 各ショッピングサイト等での具体的な対策の紹介 

Takealotにおいては、権利者による権利侵害の申し立てについては、明確なプロ

セスがウェブサイト上で記載されていない。サイト担当者へ問い合わせたが回答は

得られなかった。 

bidorbuyについては、権利者による権利侵害の申し立てについて明確なプロセス

がウェブサイト上には記載されていなかった。問合せを行った結果、問題のあるサ

イトと苦情内容をhttps://secure.takealot.com/help においてコンタクトフォーム

に内容を記載するか、hello@bidorbuy.co.zaへメールにて連絡、或いは087 362 

8000まで電話をすることで、担当者が対応するとの回答を得た。 

 

（６） 各ショッピングサイト等での最近の取締り実績、取締り事例の紹介 

Takealot をはじめ幾つかのサイトに取締り実績や取締り事例について照会した

が、内部情報にて開示不可との回答であった。 
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3. おわりに 

今回、中東の 3 ヵ国(トルコ・アラブ首長国連邦(UAE)、サウジアラビア)及びア

フリカ 2 か国(エジプト・南アフリカ)における主要なインターネットショッピングの

市場動向や主要ウェブサイト(プレイヤー)における模倣品対策の取組について調査研

究を実施した。 

特に今回取り上げた中東のトルコ・UAE やサウジアラビアについてはインター

ネットの普及率が高く、インターネットショッピングを利用する習慣も定着しつつ

ある。日本企業のビジネスの観点から見ると、中東にはカタールなどの所得水準が

日本より高い国が含まれており、今後は日本のハイエンド製品の輸出の機会に繋が

るものと思われる。これに伴い、企業の経済的損失を避けるためにも模倣品対策は

重要な要素となる。 

中東地域の中でもトルコ・UAE やサウジアラビアにおいて展開するインターネ

ットショッピングサイトも模倣品販売の阻止に取り組んでおり、グローバルに展開

する Amazon や Souq をはじめ、知的財産権に対する苦情窓口を設けている。ま

た、侵害が起きた時には違反者に対しては売上支払いの保留やウェブサイト削除等

の措置を行うことがある。地場系の主力ウェブサイトについては、情報公開の度合

いには若干の遅れが見られるものの、こうしたグローバルの規準に追従していくと

思われる。 

アフリカについては、インターネット普及率が 50%に満たない国が多いことや、

決済システムなどの通信インフラに課題があることから、現時点の小売市場におけ

るインターネットショッピングが占める比率は限られているが、豊富な人口と経済

成長性から、今後飛躍的に市場が拡大することが期待される。 

アフリカ諸国においては政治上のリスク(行政面や法律面の脆弱性)が指摘されて

いるが、模倣品の流通は経済的損失にとどまらず、医薬品の模倣品をはじめとし消

費者の生命、身体を害することもあり得る。品質に問題のある模倣品の使用によ

り、消費者が負傷または死亡する事故も報じられており、今後は行政も取組強化を

行わざるを得ないと予想される。 

実際にエジプトにおいては、2018 年 9 月に「第 1 回 e コマース・サミット」が

カイロで開催され、政府側から消費者保護法、サイバー犯罪法、データ保護法など

の法改正など、e コマースビジネスが繁栄し続ける基盤的枠組みの提供が発表され

た。南アフリカにおいては、市場で模倣品が発見された場合には、強制捜査を活用

することができる。 
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